
諮問事項及び関連資料

【諮問事項】
個性を活かし自立した地方をつくる観点から、人口減少社会に的確に対応する三大都市圏及び地方圏

の地方行政体制のあり方、議会制度や監査制度等の地方公共団体のガバナンスのあり方等について、
調査審議を求める。

Ⅰ 三大都市圏及び地方圏の地方行政体制のあり方 Ⅱ 地方公共団体のガバナンスのあり方

１．人口減少に関する議論

２．第30次地方制度調査会答申

３．平成26年地方自治法の改正

○ 指定都市制度の見直し

○ 中核市制度と特例市制度の統合

○ 新たな広域連携の制度の創設

４．三大都市圏及び地方圏における地方行政体制

○ 地方自治法改正を踏まえた今後の対応

１．現行のガバナンスの仕組み

２．地方議会

３．長及び監査委員

○ 監査制度

○ 内部統制体制

４．住民

○ 住民訴訟制度

資 料

1



我が国における総人口の長期的推移

出典：内閣府「選択する未来」委員会資料（平成26年２月14日第２回委員会資料４より抜粋）をもとに作成

○ 現状が継続することを前提とすると、2100年には日本の総人口は５千万人弱まで減少し、明治
末頃の人口規模になる見込み。この変化は、千年単位でみても類をみない、極めて急激な減少。
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我が国における総人口の推移（年齢区分別）

出典：内閣府「選択する未来」委員会資料（平成26年２月14日第２回委員会資料４より抜粋）をもとに作成

○ 現在の傾向が続けば、今後、生産年齢人口は大幅に減少し、2060年には約4,400万人
となる見込み。

○ 一方、65歳以上の高齢者人口比率は４割に達し、特に、75歳以上人口は、約2,300万人
となる見込み。
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○ これまで主流であった「夫婦と子」からなる世帯は、2050年には少数派となり、単独世帯が
約４割を占め、主流となる。また、単独世帯のうち高齢者単独世帯の割合は５割を超える。

世帯数の推移

出典：「国土の長期展望」中間とりまとめ 概要（平成23年２月21日国土審議会政策部会長期展望委員会）

第30次地方制度調査会
提出資料
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人口の低密度化と地域偏在

出典：新たな「国土のグランドデザイン」骨子参考資料（平成２６年３月２８日 国土交通省国土政策局）をもとに作成

○ 2050年までに、現在、人が居住している地域の約２割が無居住化。
○ 全国を「１km２毎の地点」でみると、現在の居住地域の６割以上で人口が半分以下に。
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第３０次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の
行政サービス提供体制に関する答申」（平成２５年６月２５日総理手交）の概要

○ 平成２３年８月に設置された第３０次地方制度調査会では、平成２４年１月１７日の第３回総会以降、諮問事項のうち「大都市制
度のあり方」及び「基礎自治体の行政サービス提供体制」について専門小委員会で計３６回審議。平成２５年６月１７日開催の第
５回総会において、「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を取りまとめ。

○ 人口減少社会（平成３８年に１億２０００万人を下回り、平成６０年に１億人を下回ると予測）において、人々の暮らしを支え、経済
をけん引していく核となる都市やその圏域を戦略的に形成し、その上で全国の基礎自治体が人々の暮らしを支える対人サービ
スを持続可能に提供していく仕組みが必要との認識に立ち、以下の制度の見直し等を答申。

（指定都市制度）

○ 「二重行政」の解消 （都道府県から指定都市への事務移譲等）

・ 指定都市・道府県の多くが移譲に賛成している事務（31事務：県費負担教
職員の給与負担など）や都道府県条例で移譲実績のある事務（21事務）
（重複除くと計35事務）は移譲を基本

・ 道府県等が移譲に懸念を示した事務も、例えば計画区域が指定都市の
区域を超えない場合に限る等の工夫を講じて移譲できないか更に検討
（例：都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定権限）

・ 指定都市と都道府県が同種の任意事務等を調整する協議会の設置、協
議が調わない場合の何らかの裁定等の仕組みが必要

○ 事務移譲に伴う税財源の配分

・ 県費負担教職員の給与負担等、指定都市にまとまった財政負担が生じる
場合、道府県税と市町村税で課税標準が共通する税目に係る税源移譲
や税交付金なども含めて財政措置のあり方を検討

・ 指定都市側と関係道府県側で協議の場を設け、合意形成が図られるべき

○ 「都市内分権」による住民自治強化 （特に人口が非常に多い指定都市）

・ 区の役割の拡充、区長に独自の権限（人事・予算等）

・ 区長を市長が議会同意を得て選任する特別職にすることを選択可能にす
べき

・ 市議会内に１又は複数の区ごとの常任委員会を設置

・ 区に教育委員会や区単位の市教委事務局（教育委員会制度を見直す場
合は、教育行政に係る補助機関）の設置を可能にすべき

現行の大都市等に係る制度の見直し

（中核市、特例市制度）

・ 現在の特例市に一層の事務の移譲を可能とするため、
人口20万以上であれば保健所を設置することにより中
核市となる形で両制度を統合
（現在の特例市が少なくとも従来処理してきた事務を処
理し続けることを前提）

・ 都道府県からの事務移譲は法令によるほか、条例に
よる事務処理特例制度を活用

・ 都道府県条例により市町村の事情を踏まえた事務移
譲を行うため、都道府県が人的支援、財政措置に係る
運用上の工夫を行うほか、市町村長による移譲事務
の要請権限の積極的活用が必要

（都区制度）

・ 都から特別区へ小規模区間の連携等の工夫により更
なる事務移譲（例：児童相談所）を検討。その他は都と
それぞれの特別区の間で条例による事務処理特例を
活用することを検討

・ 社会経済情勢の変化を踏まえた特別区の区域の見直
しを検討
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（総論）

・ 自主的な合併や、市町村間の広域連携、都道府県による補完など
多様な手法の中で、各市町村が最も適したものを自ら選択できるよ
うにする必要

（「平成の合併」後の基礎自治体）

・ 合併により、行財政の効率化、広域的なまちづくり等の成果がある
一方で、専門職員の不足や行政区域の広域化等に伴う課題も存在

・ 合併による行政区域の広域化を踏まえた財政措置が必要

（新たな広域連携等）
○ 新たな広域連携制度

・ 以下の広域連携等を一層進めていくため、現行の一部事務組合
や事務の委託等の制度のほか、地方公共団体間の柔軟な連携を
可能とする仕組みを制度化すべき

○ 地方圏における市町村間の広域連携

・ 地方圏では、「地方中枢拠点都市」（指定都市、中核市、特例市の
うち地域の中枢的な役割を果たすべき都市）等を中心とした連携
（地方中枢拠点都市等に対して、圏域における役割に応じた適切な
財政措置）

・ それ以外の定住自立圏施策の対象地域では定住自立圏の取組を
一層促進

○ 三大都市圏の市町村における広域連携等

・ 三大都市圏では、面積は狭いが規模・能力が一定以上ある都市
の間で、水平・相互補完的、双務的な役割分担を促進

・ 合併については、特に三大都市圏の市町村に対して、自主的な選
択の尊重を前提とした上で、その成果や課題について、十分な情報
提供が必要

○ 都道府県による補完

・ 地方中枢拠点都市等から相当距離がある等、市町村間の広域連
携が困難な場合は、地域の実情を十分踏まえた上で、都道府県に
よる補完も選択肢

基礎自治体の行政サービス提供体制

（三大都市圏域の調整）

・ 三大都市圏において、圏域にわたる行政課題（交通体系整
備、防災対策等）に関し、連絡調整や計画策定を行う協議会
等の枠組みを設けることについて引き続き検討

（特別区制度の他地域への適用）

・ 道府県での特別区の設置により国や他の地方自治体の財
政に影響が生じないよう特に留意

・ 事務分担は、都が基礎自治体に代わり一体的に処理してい
る事務は道府県が処理することを基本とし、道府県の特別区
が都の特別区が処理していない中核市並みの事務を処理す
る場合には円滑に処理できるかという点に留意

・ 税財源は、道府県・特別区の事務の規模に応じて適切に配
分されることが基本。地方交付税は、都区合算制度等の現行
制度が基本。特別区の処理する事務や特別区の規模によっ
ては、調整３税（固定資産税、市町村民税法人分、特別土地
保有税）以外の調整財源が必要となる場合があることに留意

・ 財産処分及び職員の移管は、事務分担に応じることを基本
に検討

（特別市（仮称））

・ 全ての都道府県・市町村事務を処理することによる二重行
政の完全解消、効率的・効果的な行政体制、政策選択の自由
度向上等に意義

・ 住民代表機能のある区の必要性、警察事務の分割による広
域犯罪対応への懸念、全道府県税・市町村税を賦課徴収す
ることによる周辺自治体への影響等の課題について、更に検
討が必要

・ まずは都道府県から指定都市への事務と税財源の移譲に
より実質的に特別市（仮称）へ近づけることとし、上記の課題
は引き続き検討

新たな大都市制度
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第３０次地方制度調査会答申を受けた取組状況について

① 指定都市制度の見直し 【「二重行政」の解消】

○一括法案において措置（今国会で審議中）（１）都道府県が指定都市の区域で処理している事務を指定
都市へ移譲し、同種の事務を処理する主体を一元化

（２）事務移譲により指定都市に新たに生じる財政負担につ
いて適切に財政措置（県費負担教職員の給与負担等まと
まった財政負担には税源の配分も含め検討）

○指定都市と関係道府県間の協議の結果、個人
住民税所得割２％の税源移譲に合意

⇒平成２６年度税制改正の大綱に明記（平成25年12
月24日閣議決定）

（３）指定都市と都道府県が同種の任意事務等を調整する協
議会の設置、協議が整わない場合の何らかの裁定等の
仕組みが必要

○平成２６年地方自治法改正

・ 指定都市都道府県調整会議の設置

・ 指定都市の市長又は都道府県知事は、総務大臣に必要
な勧告を行うよう申し出ることができることとする

② 指定都市制度の見直し 【「都市内分権」による住民自治の強化】

１．現行の大都市等に係る制度の見直し

（１）条例で、市の事務の一部を区が専ら所管する事務と定
めることができるようにすべき

（２）区長を市長が議会の同意を得て選任する特別職とし、任
期中の解職や再任も可能とすることを選択できるようにす
べき

（３）市議会内に一又は複数の区を単位とする常任委員会を
置き、区に係る議案等の審査を行うこととすべき

○平成２６年地方自治法改正

・ 区の事務所が分掌する事務を条例で定めることとする

・ 区に代えて総合区を設け、議会の同意を得て選任され
る総合区長を置くことができることとする

県費負担教職員の定数の決定、病院の開設許可、
都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝに関する都市計画の決定 ほか
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③ 中核市・特例市制度の統合

・人口２０万以上であれば保健所を設置することにより中核
市となるという形で、中核市・特例市の両制度を統合するこ
とにより、一層の事務の移譲を可能とすべき

① 新たな広域連携の制度

（１）市町村間の広域連携を一層促していくため、地方公共団
体間における柔軟な連携を可能とする仕組みを制度化す
べき

（２）広域連携では課題の解決が難しいときには、柔軟な連携
の仕組みを活用することにより、都道府県が事務の一部
を市町村に代わって処理することができるようにすべき

○平成２６年地方自治法改正

・ 地方公共団体は、他団体と連携して事務を処理するに当
たっての基本的な方針及び役割分担を定める「連携協約」
を締結できることとする

・ 地方公共団体は、その事務の一部を、当該団体の名に
おいて、他の地方公共団体の長等に管理・執行させること
（事務の代替執行）ができることとする

○平成２６年地方自治法改正

・ 特例市制度を廃止し、中核市の指定要件を「人口２０万
以上の市」に変更するとともに、現在の特例市に係る必要
な経過措置等を設ける

２．基礎自治体の現状と今後の基礎自治体の行政サービス提供体制

② 地方圏における市町村間の広域連携

・地方中枢拠点都市を核に、都市機能の「集約とネットワーク
化」を図っていくことが重要であり、圏域における役割に応じ
た適切な財政措置を講じる必要

○経済財政諮問会議（平成25年11月29日）において、
新藤総務大臣より、地方中枢拠点都市の取り組
み促進を提言

・ 平成26年度予算において、国費モデル事業として1.3億円
を計上

・ 地方財政措置を検討
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第
1
項

、
旧

第
2
編

第
12

章
第

3節
、

附
則
第

3条
等
関
係

）
 

○
「

連
携

協
約

」
制
度
の
創
設

・
普
通
地

方
公
共
団
体
は
、
他
の
普
通
地
方

公
共
団

体
と
連
携

し
て

事
務

を
処
理
す

る
 

 
 

に
当
た

っ
て
の
基
本
的
な
方
針
及
び
役
割

分
担
を

定
め
る
連

携
協

約
を

締
結
で
き

る
 

 
 

こ
と
と

す
る

（
第
2
5
2条

の
2
関

係
）

・
連
携
協

約
に
係
る
紛
争
が
あ
る
と
き
は
、

自
治
紛

争
処
理
委

員
に

よ
る

処
理
方
策

の
 

 
 

提
示
を

申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る

（
第
2
51

条
の

3の
2、

第
2
5
2条

の
2第

7項
関
係
）

４
．

そ
の

他
 

・
認
可

地
縁

団
体
が
所
有
す
る
不
動
産
に
係

る
登

記
の

特
例
を
創

設
す

る
 

（
第

2
60
条
の

38
、
第

26
0条

の
3
9関

係
）

 

○
「

事
務

の
代

替
執
行
」
制
度
の
創
設

・
普
通
地

方
公
共
団
体
は
、
そ
の
事
務
の
一

部
を
、

当
該
普
通

地
方

公
共

団
体
の
名

に
 

 
 

お
い
て

、
他
の
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長

等
に
管

理
・
執
行

さ
せ

る
こ

と
（
事
務

の
 

 
 

代
替
執

行
）
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

（
第

2
52

条
の

16
の
2
～
第

25
2条

の
1
6の

4関
係

）

５
．

施
行

期
日
 

・
１

は
公
布

日
か
ら
２
年
以
内
で
政
令
で
定

め
る

日
、

２
、
４
は

平
成

27年
４

月
１
日

、
 

３
は

公
布

日
か
ら
６
月
以
内
で
政
令
で
定

め
る

日
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新たな広域連携の取組を推進するため、国が積極的に支援して先行的なモデルを構築。

○ 約１．３億円（委託調査、事務費等）

○ 地方中枢拠点都市を核とする圏域における取組

 産学金官連携による、圏域全体の経済成長をけん引するための成長戦略の策定

 圏域全体としての観光を担うワンストップ専門組織の設立

 産業クラスター形成のため、近隣地方自治体との広域連携の強化 等

○ 条件不利地域における都道府県による補完の取組

 高齢者・障害者福祉、消費生活相談など高い専門性を要する業務の補完

 道路・橋りょうの維持、河川管理など地域のインフラの維持の支援

 人口維持のための産業振興や集落維持など企画部門の立案支援 等

○ 三大都市圏における水平的・相互補完的、双務的な役割分担の取組

 公共施設や介護保険施設のあり方等について、近隣の市町村が連携して検討することを契機として、

三大都市圏における広域連携の取組を推進 等

事業の概要

平成２６年度予算額

新たな広域連携のモデル事業について
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旭川市

札幌市

函館市

青森市

八戸市

鹿児島市
大分市

宮崎市

長崎市

久留米市

福岡市

熊本市

佐世保市

佐賀市

福山市

下関市
広島市

北九州市

岡山市
呉市

松江市

高知市

高松市松山市

徳島市

和歌山市

津市

倉敷市

鳥取市 姫路市

富山市

金沢市

岐阜市

長野市

福井市

豊田市

四日市市 静岡市

浜松市

富士市

沼津市

松本市

甲府市 つくば市

水戸市

宇都宮市

長岡市

高崎市

那覇市

いわき市

郡山市

福島市

仙台市

盛岡市

秋田市

山形市

太田市

伊勢崎市

新潟市

前橋市

上越市

は、地方中枢拠点都市のイメージ
（①地方圏の指定都市、新中核市
（人口20万以上）、②昼夜間人口比
率１以上で圏域を支える都市）

は、三大都市圏

地方中枢拠点都市のイメージ
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監査委員

・決算の要領
の公表
（§233⑥ ）

事務局

各部局

外部監査人

監査委員事務局

会計管理者

・財務監査（定期・随時）
（§199①④⑤ ）

・行政監査（§199② ）
・事務監査請求による監査

（住民・議会・長からの請求）

（§75・98・199⑥ ）
･監査結果報告の際の
意見（§199⑩ ）

・住民監査請求による監査
（§242 ）

・決算審査（§233② ）
等

○包括外部監査契約に
基づく監査

（§252の36～252の38）
・財務監査
・財政援助団体等監査

○個別外部監査契約に
基づく監査

（§252の39～252の44）
・事務監査請求による

監査
・議会からの監査請求に

よる監査
・長等からの監査要求に

よる監査

等

＜執行機関＞

選任

議決

・検査
（§98① ）

・調査
（§100 ）

等

・議会の請求による
報告（§98① ）

等

※包括外部監査契約は、
都道府県・指定都市・
中核市について、契約
の締結を義務付け。そ
の他の市町村は条例に
より任意に導入。

※個別外部監査契約は、
条例により任意に導入。

・監査結果報告の
公表（§199⑨ ）

・措置状況の公表
（§199⑫ ）

地方公共団体におけるガバナンスの基本構造

・支出負担行為の確認等
（§232の4 ）

・住民訴訟の
提起
（§242の2 ）

選任等

執行前のチェック

執行後のチェック

・議決（§96①）
・予算
・使用料等の徴収
・契約※
・財産の取得及び処分※
・権利の放棄

※一定基準以上のもの

等

・決算の認定
（§96①Ⅲ）

・予算の要領
の公表
（§219② ）

長
同意

契約

選挙

選挙

議 会

住 民

委員会

・予算の執行に関す
る調査（§221① ）

・事務監査請求
（§75）

・住民監査請求
（§242 ）
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○ 地方議会は、憲法第93条第１項の「議事機関」として地方公共団体に設置されている。

○ 地方議会は、住民全体を代表する機関であり、住民の直接選挙で選出される議員により構成される。

○ 地方議会は、地方公共団体の意思を決定する機能及び執行機関を監視する機能を担うものとして、同じく住
民から直接選挙された長（執行機関）と相互にけん制し合うことにより、地方自治の適切な運営を実現することと
されている。 

○ 地方自治法上、地方議会は、都道府県・市区町村の別、又はその団体の規模を問わず、一つの制度として定
められている。 

執
行
機
関
（
長
）

・ 監視権等 

 【例】検査権（法§98①）、監査請求権
（法§98②）、調査権（法§100）、  
不信任議決権（法§178）等 

・ 議場への出席要求権（法§121） 

・ 請願処理報告請求権（法§125） 

・ 承認権（法§179③等） 

・ 諮問答申権（法§206④等） 

・ 議会の招集（法§101） 

・ 再議､再選挙の請求（法§176､§177） 

・ 議会の解散（法§178） 

・ 専決処分（法§179､§180） 

住
民
そ
の
他
関
係
人

国
会
、
関
係
行
政
庁

・ 調査権（法§100） 

・ 議員の選挙（法§17） 
・ 議会の解散請求（法§76） 
・ 議員の解職請求（法§80､§81） 
・ 請願の提出（法§124） 

・ 公益に関する事件についての意見書 
 提出権（法§99） 

〔議会の権限と執行機関との関係〕

議会

議
決
権

決
定
権

選
挙
権

紀
律
権
・
懲
罰
権

会
議
規
則
制
定
権

自
主
解
散
権

地方議会制度の概要について 
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○ 地方公共団体の監査は、監査委員による監査と外部監査人による外部監査の二つがある。

○ 地方公共団体の監査を本来的に担うのは監査委員であり、外部監査制度は地方公共団体の監査機能の
独立性と専門性を強化するために設けられたもの

監査委員監査 外部監査

監査の主体 監査委員 外部監査人

監査の対象 財務監査（定期、随時）、行政監査 等 ○包括外部監査：外部監査人が決めた特定の事件の財務監査 等
○個別外部監査：住民、長、議会からの要求監査

設置 必置 ○包括外部監査
都道府県・指定都市・中核市 ： 義務付け
その他の市町村 ： 任意

○個別外部監査 ： 任意

定数 ①都道府県及び人口２５万以上の市  ４人
②その他の市町村    ２人
※条例で定数を増加できる
※議員選出の監査委員は①は２又は１人、②は１人

１人

選任資格 ①識見を有する者（当該団体ＯＢは１人まで）
②議員

識見を有する者であって以下に該当するもの
弁護士、公認会計士、税理士、国又は地方公共団体における一

 定の行政実務経験者
※当該団体の職員、ＯＢは不可

選任方法 長が議会の同意を得て選任 長が監査委員の意見を聴き、議会の同意を得て契約

任期 ４年（再任可） １年（連続して３回まで）

補佐する体制 ○都道府県：事務局を必置
○市町村 ：事務局を任意設置

外部監査人補助者（監査委員と協議）

監査に期待され
る役割

長の事務執行における違法、不適当な事案の有無の指摘、
決算等の正確性の保証

監査委員による監査とは別の観点からの監査及び指摘

地方公共団体の監査制度について 
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